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第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害

を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 
（定義） 
第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の

排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若

しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 
２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区を含む。

以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」という。）若しく

は水害予防組合をいう。 
３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若

しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 
４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条に規定す

る消防の機関をいう。 
５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置か

ない市町村にあつては消防団の長をいう。 
６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若

しくは閘こう門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の規定に

より指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管理団体と他の

水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十

九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理

者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事

         昭和２４．６．４ 
         法律 １ ９ ３ 
改正 昭和２７． ７．３１法律２５８ 
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又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川

法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下

同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者

（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五

条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管

理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び

運用に関する計画をいう。 
７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 
８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、

水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
第二章 水防組織 
（市町村の水防責任） 
第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水

防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 
（水防事務組合の設立） 
第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であ

ると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を

勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。 
（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 
第三条の三 水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道府県知事

が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、

当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県

知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防

の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負

債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。 
２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、

又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一の

水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について

二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行う

べき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関

係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡され

る財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産

の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するま

で、なお存続するものとみなす。 
（水防事務組合の議会の議員の選挙） 
第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会におい

て、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると

認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整す

る必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権

を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が

推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選

挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。 
２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業によ

る受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 
（水防事務組合の経費の分賦） 
第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案し

て定めるものとする。 
（都道府県の水防責任） 
第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべ

き責任を有する。 
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（指定水防管理団体） 
第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができ

る。 
（水防の機関） 
第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 
２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域内にある消防

機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければなら

ない。 
３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 
（水防団） 
第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 
２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事

項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 
（公務災害補償） 
第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務によ

る負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属

する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防

組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて

受ける損害を補償しなければならない。 
２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉

に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 
（退職報償金） 
第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水

防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつて

は組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償

金を支給することができる。 
（都道府県の水防計画） 
第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定

め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけれ

ばならない。 
２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者

の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 
３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項の規定に

より都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二

項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当該

指定都市の長。以下同じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の

水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当

該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 
４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動

に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 
５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない

都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項に規定する

都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。 
６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府

県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変

更についても、同様とする。 
７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したとき

は、その要旨を公表するよう努めるものとする。 
（都道府県水防協議会） 
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第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県

水防協議会を置くことができる。 
２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 
３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 
４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体

の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 
５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。 
第三章 水防活動 
（河川等の巡視） 
第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設（津

波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定する津波防護施

設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直

ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。 
（国の機関が行う洪水予報等） 
第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、そ

の状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信

社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを一般に周知させなければならな

い。 
２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により

国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、

洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又

ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとと

もに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 
３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で

定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る

事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通知しなければならない。 
（都道府県知事が行う洪水予報） 
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が

大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のお

それがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を

求めて、これを一般に周知させなければならない。 
２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。 
（情報の提供の求め等） 
第十一条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認める

ときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、第

十条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測す

る過程で取得したものの提供を求めることができる。 
２ 国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事

及び気象庁長官に提供するものとする。 
３ 前項の規定による情報の提供については、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十七条

及び第二十三条の規定は、適用しない。 
（水位の通報及び公表） 
第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれ

があることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは第十一条第一項の規定による通知を受けた場合にお

いて、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道

府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。 
２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報水位を

超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位
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をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表

しなければならない。 
（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 
第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条

第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるも

のとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の

発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、

その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関

の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 
２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した

河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項

に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、

洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を

示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応

じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 
３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で

定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 
（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 
第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三号に規

定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以

下この条及び第十四条の二において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポンプ施設若し

くは貯留施設をいう。以下この条において同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるもの

として指定したものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水

位（公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次

項において同じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水

位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、

必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 
２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ず

るおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水

位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県

の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求

めて、これを一般に周知させなければならない。 
（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 
第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずる

おそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて高潮

による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その

旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に

通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 
（関係市町村長への通知） 
第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十一

条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、

災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第三項の規定による

緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなけれ

ばならない。 
（洪水浸水想定区域） 
第十四条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸

水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最

大規模降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以

下同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するも

のとする。 
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一 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川 
二 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三条第一項の規定により指定した河

川 
三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水に

よる災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 
２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防

止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規

模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するもの

とする。 
一 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川 
二 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川 
三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五

条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定め

る基準に該当するもの 
３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で

定める事項を明らかにしてするものとする。 
４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省

令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知

しなければならない。 
５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 
（雨水出水浸水想定区域） 
第十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時

の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国

土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場

合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による指定に

係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域

に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するもの

とする。 
一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設 
二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 
三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項に

おいて準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共

下水道等の排水施設 
四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定

める基準に該当する公共下水道等の排水施設 
２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避

難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定める

ところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設

（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯

留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくな

つた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 
一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設 
二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 
三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第四

項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 
四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定

める基準に該当する公共下水道等の排水施設 
３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で

定める事項を明らかにしてするものとする。 
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４ 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で

定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、

関係市町村の長に通知しなければならない。 
５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 
（高潮浸水想定区域） 
第十四条の三 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又

は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想

定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について

高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとす

る。 
一 第十三条の三の規定により指定した海岸 
二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒

すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 
２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定

める事項を明らかにしてするものとする。 
３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の

国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。 
４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 
（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 
第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを

設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第一項若しくは

第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定による雨水

出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町

村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、

少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事

項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、

当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 
一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通

大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若しくは第二項、第

十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は周

知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報をいう。次項に

おいて同じ。）の伝達方法 
二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 
三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る

避難訓練の実施に関する事項 
四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項に

おいて同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地 
イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定

されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを

含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」と

いう。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 
ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利

用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確

保を図る必要があると認められるもの 
ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基準を

参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の四において「大規模工場等」と

いう。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 
五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 
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２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定め

るときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める

者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 
一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。） 

当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員 
二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第七項の規定により自衛

水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 
三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定により自衛

水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 
３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災

計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五条の十一において

「住民等」という。）に周知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村に

あつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講

じなければならない。 
一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）

第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 
二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規定す

る事項 
（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 
第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下

街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等

の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓

練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 
２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該

地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の

円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施

設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 
３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを

市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 
４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 
５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の

浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその

名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第一項に規定す

る計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 
６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合に

おいて、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止

を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすること

ができる。 
７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由

がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 
８ 第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条に

おいて同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利

用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなけれ

ばならない。 
９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置

かなければならない。 
１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞な

く、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならな

い。当該事項を変更したときも、同様とする。 
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（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 
第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設

の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計

画を作成しなければならない。 
２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、

これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 
３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していな

い場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすること

ができる。 
４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正

当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 
５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同

項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、

その結果を市町村長に報告しなければならない。 
６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有

者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な助言又は勧告をすることができる。 
７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要

配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努め

なければならない。 
８ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、

遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなけれ

ばならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 
（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 
第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた

大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時

等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定

めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規

模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 
２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を

置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項

を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。 
（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 
第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災に

よる被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合

において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災

会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議

の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域

防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域

防災計画（同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町

村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及び第

五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域

防災計画」と読み替えるものとする。 
（浸水被害軽減地区の指定等） 
第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川

区域（河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の帯状の盛土構

造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であ
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つて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができ

る。 
２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域

をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同

意を得なければならない。 
３ 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水

被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当

該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。 
４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 
５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 
（標識の設置等） 
第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通

省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組

合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示し

た標識を設けなければならない。 
２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の

設置を拒み、又は妨げてはならない。 
３ 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、

又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 
４ 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補

償しなければならない。 
（行為の届出等） 
第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変

更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところ

により、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管

理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるも

の及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 
２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届

出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。 
３ 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸

水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な

助言又は勧告をすることができる。 
（大規模氾濫減災協議会） 
第十五条の九 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につい

て、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的

かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「大規模氾濫減災協

議会」という。）を組織するものとする。 
２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 
一 国土交通大臣 
二 当該河川の存する都道府県の知事 
三 当該河川の存する市町村の長 
四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 
五 当該河川の河川管理者 
六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 
七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 
３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、

その協議の結果を尊重しなければならない。 
４ 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協

議会が定める。 
（都道府県大規模氾濫減災協議会） 
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第十五条の十 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につ

いて、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的

かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「都道府県大規模氾

濫減災協議会」という。）を組織することができる。 
２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 
一 当該都道府県知事 
二 当該河川の存する市町村の長 
三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 
四 当該河川の河川管理者 
五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 
六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者 
３ 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合にお

いて、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と

読み替えるものとする。 
（予想される水災の危険の周知等） 
第十五条の十一 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第十条第二項、第十一条第一項又は

第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円滑かつ迅速な

避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水

した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川におい

て予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。 
（河川管理者の援助等） 
第十五条の十二 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようと

する水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村

長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。 
２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八

第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 
（水防警報） 
第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると

認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又

は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認め

て指定したものについて、水防警報をしなければならない。 
２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事

に通知しなければならない。 
３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたとき

は、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を

関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。 
４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その

旨を公示しなければならない。 
（水防団及び消防機関の出動） 
第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要

があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又

は出動の準備をさせなければならない。 
（優先通行） 
第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、

これに進路を譲らなければならない。 
（緊急通行） 
第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防

上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び

水面を通行することができる。 
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２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければな

らない。 
（水防信号） 
第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 
２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 
（警戒区域） 
第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者

は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又

はその区域からの退去を命ずることができる。 
２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれら

の者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 
（警察官の援助の要求） 
第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動

を求めることができる。 
（応援） 
第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しく

は消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなけれ

ばならない。 
２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものと

する。 
３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものと

する。 
４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援

を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 
（居住者等の水防義務） 
第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、

当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができ

る。 
（決壊の通報） 
第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長

又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 
（決壊後の処置） 
第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び

水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 
（水防通信） 
第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 
２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた

者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五

号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信

施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することがで

きる。 
（公用負担） 
第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の

現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その

他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 
２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土

地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器

を使用することができる。 
３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければ

ならない。 
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（立退きの指示） 
第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められる

ときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、

滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をす

る場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 
（知事の指示） 
第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対

して指示をすることができる。 
（重要河川における国土交通大臣の指示） 
第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防

上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対

して指示をすることができる。 
（特定緊急水防活動） 
第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合に

おいて、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第四十三条の二にお

いて「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。 
一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 
二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの 
２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定

緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防

活動を終了しようとするときも、同様とする。 
３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、

第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中「水

防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第二十一条

第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団

員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条第

三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、

水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消

防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は

消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。 
（水防訓練） 
第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなけ

ればならない。 
２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行う

よう努めなければならない。 
（津波避難訓練への参加） 
第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防

団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われる

ときは、これに参加しなければならない。 
第四章 指定水防管理団体 
（水防計画） 
第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年

水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 
２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。）を設置する指

定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一

項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に

諮らなければならない。 
３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨

を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。 
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４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 
（水防協議会） 
第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理

団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水

防協議会を置くものとする。 
２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 
３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 
４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関

係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱

する。 
５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務

組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 
（水防団員の定員の基準） 
第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 
第五章 水防協力団体 
（水防協力団体の指定） 
第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人

その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定

することができる。 
２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所

在地を公示しなければならない。 
３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨

を水防管理者に届け出なければならない。 
４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならな

い。 
（水防協力団体の業務） 
第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 
二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 
三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 
四 水防に関する調査研究を行うこと。 
五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
（水防団等との連携） 
第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲

げる業務を行わなければならない。 
（監督等） 
第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要

があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 
２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認

めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること

ができる。 
３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことが

できる。 
４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 
（情報の提供等） 
第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報

の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 
第六章 費用の負担及び補助 
（水防管理団体の費用負担） 
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第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 
（利益を受ける市町村の費用負担） 
第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著し

く利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著し

く利益を受ける市町村が負担するものとする。 
２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防に

より著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 
３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府

県の知事にあつせんを申請することができる。 
４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者の

うちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事

と協議しなければならない。 
（都道府県の費用負担） 
第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都

道府県の負担とする。 
（国の費用負担） 
第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用

は、国の負担とする。 
（費用の補助） 
第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管

理団体に対して補助することができる。 
２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二

以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重

大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、当該

都道府県に対して補助することができる。 
３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分

の一に相当する額以内とする。 
第七章 雑則 
（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 
第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若

しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態

となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては

条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれ

らの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 
（表彰） 
第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労

があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。 
（報告） 
第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報

告をさせることができる。 
２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせるこ

とができる。 
（勧告及び助言） 
第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内に

おける水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 
（資料の提出及び立入り） 
第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、

関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をし

て必要な土地に立ち入らせることができる。 
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２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に

立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しな

ければならない。 
（消防事務との調整） 
第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あら

かじめ市町村長と協議しておかなければならない。 
（権限の委任） 
第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一

部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 
第八章 罰則 
第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤

去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 
２ 前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 
第五十三条 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十

一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の拘禁刑

又は三十万円以下の罰金に処する。 
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 第十五条の七第三項の規定に違反した者 
二 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定

する行為をした者 
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 
一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な

使用を妨げた者 
二 第二十条第二項の規定に違反した者 
三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定に

よる立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 
附 則 
１ この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 
２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十七号）附則第二条の規定により、国土

交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の規定により指定した河川とみなされた河川

については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項の規定による浸水想定区域の指定をし

なければならない。 
３ 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内におい

て、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土

地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査（次項において「浸水想定区域調査」という。）に要

する費用の三分の一以内を補助することができる。 
４ 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定の適正を

確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定による調査の結果について、必

要な報告を求めることができる。 
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（附録２） 

水 害 予 防 組 合 法 
                                   明治４１．４．１３  
                                   法 律 ５ ０  

最終改正 平成２６．６．１３法律第６９号 

 

第一章 総則  

第一条 堤防水閘門等ノ保護ニ依ル水害防禦ニ関スル事業ニシテ特別ノ事情ニ依リ地方公共団体ノ事業

ト為スコトヲ得サルモノアル場合ニ於テハ水害予防組合ヲ設置スルコトヲ得 
第二条 水害予防組合ハ法人トス 
第三条 水害予防組合ハ組合規約ヲ設ケ組合ニ関スル重要ノ事項ヲ規定スヘシ 
○２ 組合規約ハ之ヲ告示スヘシ其ノ改正アリタルトキ亦同シ 
第四条乃至第七条 削除 
第八条 水害予防組合ハ水害ヲ受クヘキ土地ヲ以テ区域トシ其ノ区域内ニ於テ土地、家屋若ハ組合規約

ニ指定スル工作物其ノ他ノ物件ヲ所有スル者及所有権以外ノ権原ニ基キ之等ノモノヲ占有スル者ヲ以テ

組合員トス但シ旧慣アルモノハ其ノ旧慣ニ依リ区域ヲ画スルコトヲ得 
第九条 削除 

第二章 組合ノ設置及廃止 

第十条 水害予防組合ヲ設置セムトスルトキハ都道府県知事ニ於テ組合区域ヲ指定シ関係地ノ市町村長

ノ内一人又ハ数人ニ創立委員ヲ命スヘシ 
○２ 第三十三条第三項ノ規定ハ創立委員ニ之ヲ準用ス 
第十一条 創立委員ハ組合規約案ヲ調製シ関係者ノ総会議ニ付スヘシ関係者百人以上アルトキハ都道府

県知事ノ許可ヲ得テ便宜総代人ヲ選ハシメ其ノ集会ヲ以テ総会議ニ充ツルコトヲ得 
○２ 総会議又ハ総代人会ノ議長ハ創立委員ヲ以テ之ニ充ツ創立委員数人アルトキハ都道府県知事其ノ

中一人ヲ指定ス 
○３ 総会議又ハ総代人会ハ関係者又ハ総代人ノ三分ノ二以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得

ス但シ特別ノ事情アルトキハ創立委員ハ都道府県知事ノ定ムル所ニ依リ関係者又ハ総代人ノ代人ヲ許ス

コトヲ得 
○４ 総会議又ハ総代人会ノ議事ハ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル 
○５ 総会議費又ハ総代人会費其ノ他創立ニ関スル費用ハ組合設置ノ後組合費ヨリ之ヲ支弁スヘシ 
第十二条 創立委員ハ組合規約ノ議決ヲ経タルトキ都道府県知事ニ其ノ許可ヲ請フヘシ 
第十三条 水害予防組合関係者ノ総会議若ハ総代人会成立セス又ハ其ノ議決スヘキ事件ヲ議決セス又ハ

議決スルモ其ノ議決公益ニ害アリト認ムルトキハ都道府県知事ニ於テ其ノ議決スヘキ事件ヲ処分スルコ

トヲ得 
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第十四条 水害予防組合ハ組合規約ノ許可又ハ前条ニ依ル組合規約ノ設定ニ依リ成立ス 
○２ 前項ノ場合ニ於テハ都道府県知事ハ組合設置ノ旨ヲ告示スヘシ 
第十五条 水害予防組合ノ廃置分合又ハ区域ノ変更ハ組合会ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ行フ 
○２ 前項ノ場合ニ於テ組合規約ノ設定若ハ改正又ハ財産処分ヲ要スルトキハ組合会ノ議決又ハ協議ニ

依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ但シ協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ定ム 
○３ 水害予防組合ハ民法上ノ義務ヲ完了スルニ非サレハ之ヲ廃止スルコトヲ得ス 
第十六条 水害予防組合ノ廃置分合又ハ区域ノ変更アリタルトキハ都道府県知事ハ之ヲ告示スヘシ 

第三章 組合ノ会議 

第十七条 水害予防組合ニ組合会ヲ置ク 
第十八条 組合会議員ハ其ノ被選挙権アル者ニ就キ選挙人之ヲ選挙ス 
○２ 組合会議員選挙人被選挙人ノ資格議員ノ定数任期及選挙ニ関スル事項ハ組合規約ヲ以テ之ヲ定ム

ヘシ 
○３ 組合会議員ノ選挙ヲ終リタルトキハ管理者ハ直ニ選挙録ノ謄本ヲ添ヘ之ヲ都道府県知事ニ報告ス

ヘシ 
○４ 当選者定リタルトキハ管理者ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ告示シ併セテ之ヲ都道府県知事ニ報告スヘシ 
○５ 組合会議員ノ選挙ニ付テハ衆議院議員選挙ニ関スル罰則ヲ準用ス 
第十九条 選挙ノ規定ニ違反スルコトアルトキハ選挙ノ結果ニ異動ヲ生スルノ虞アル場合ニ限リ其ノ選

挙ノ全部又ハ一部ヲ無効トス 
○２ 当選者ニシテ被選挙権ヲ有セサルトキハ其ノ当選ヲ無効トス 
第二十条 選挙人選挙又ハ当選ノ効力ニ関シ異議アルトキハ選挙ニ関シテハ選挙ノ日ヨリ当選ニ関シテ

ハ告示ノ日ヨリ七日以内ニ之ヲ管理者ニ申出ヅルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ管理者ハ十四日以内ニ組合

会ノ決定ニ付スヘシ組合会ハ其ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ十四日以内ニ之ヲ決定スヘシ 
○２ 前項組合会ノ決定ニ不服アル者ハ都道府県知事ニ審査ヲ申立ツルコトヲ得 
○３ 都道府県知事ニ於テ選挙又ハ当選ノ効力ニ関シ異議アルトキハ選挙又ハ当選ノ報告ヲ受ケタル日

ヨリ二十日以内ニ之ヲ処分スルコトヲ得 
○４ 前項ノ処分アリタルトキハ其ノ前後ニ為シタル異議ノ申出及組合会ノ決定ハ無効トス 
○５ 組合会議員ハ選挙又ハ当選ニ関スル異議ノ申出ノ決定審査ノ申立ノ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ

会議ニ列席シ議事ニ参与スルノ権ヲ失ハス 
第二十一条 組合会議員ニシテ被選挙権ヲ有セサル者ハ其ノ職ヲ失フ其ノ被選挙権ノ有無ハ組合会之ヲ

決定ス 
○２ 管理者ニ於テ組合会議員中被選挙権ヲ有セサル者アリト認ムルトキハ之ヲ組合会ノ決定ニ付スヘ

シ 
○３ 本条組合会ノ決定ニ不服アル者ハ都道府県知事ニ審査ヲ申立ツルコトヲ得 
○４ 前条第五項ノ規定ハ本条ノ場合ニ之ヲ準用ス 
第二十二条 第二十条第一項ノ異議ノ申出ノ決定及前二条ノ審査ノ申立ノ裁決並ニ第二十条第三項ノ処
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分及前条第一項ノ決定ハ直ニ之ヲ告示スベシ 
第二十三条 組合会ハ組合ニ関スル事件ヲ議決ス 
○２ 組合会ノ議決スヘキ事件ノ概目左ノ如シ 
一 組合規約ヲ設定改正スル事 
二 組合費ヲ以テ支弁スヘキ事業 
三 歳入出予算ヲ定ムル事 
四 決算報告ヲ認定スル事 
五 法律政令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料手数料組合費及夫役現品ノ賦課徴収ニ関スル事 
六 不動産ノ管理処分及取得ニ関スル事 
七 積立基金ノ設置管理及処分ニ関スル事 
八 歳入出予算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負担ヲ為シ及権利ノ抛棄ヲ為ス事 
九 財産及営造物ノ管理方法ヲ定ムル事 
十 組合ノ職員ノ身元保証ニ関スル事 
十一 組合ニ係ル審査請求其ノ他ノ不服申立訴訟及和解ニ関スル事 
第二十四条 組合会ハ組合ノ事務ニ関スル書類及計算書ヲ検閲シ管理者ノ報告ヲ請求シテ事務ノ管理議

決ノ執行及出納ヲ検査スルコトヲ得 
○２ 組合会ハ議員中ヨリ委員ヲ選挙シ管理者又ハ其ノ指定シタル職員立会ノ上実地ニ就キ前項組合会

ノ権限ニ属スル事件ヲ行ハシムルコトヲ得 
第二十五条 組合会ハ管理者ヲ以テ議長トス管理者故障アルトキハ其ノ代理者議長ノ職務ヲ代理ス管理

者及其ノ代理者共ニ故障アルトキハ臨時ニ議員中ヨリ仮議長ヲ選挙スヘシ 
○２ 組合会ハ組合ノ区域数市町村ニ渉ルモノニ在リテハ組合規約ヲ以テ議員中ヨリ議長副議長各一人

ヲ選挙スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ議長故障アルトキハ副議長之ニ代リ議長副議長共ニ故障アルトキハ

前項ノ例ニ依ル 
○３ 前項選挙ニ関スル事項ハ組合規約ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 
○４ 議員中ヨリ議長ヲ選挙スル組合ニ在リテハ議長ハ会議録ヲ添ヘ会議ノ結果ヲ管理者ニ報告スヘシ 
第二十六条 管理者及其ノ委任又ハ嘱託ヲ受ケタル者ハ会議ニ於テ議事ニ付弁明ヲ為スコトヲ得 
第二十七条 組合会ハ毎年一回通常会ヲ開キ其ノ他臨時ノ必要アル毎ニ臨時会ヲ開ク 
○２ 臨時会ニ付スヘキ事件ハ招集ノ告知ト共ニ之ヲ告知スヘシ但シ其ノ開会中急施ヲ要スル事件アル

トキハ管理者ハ直ニ之ヲ其ノ会議ニ付スルコトヲ得 
○３ 組合会ハ管理者之ヲ招集ス議員定数三分ノ一以上ノ請求アルトキハ管理者ハ之ヲ招集スヘシ 
○４ 管理者ハ必要アル場合ニ於テハ会期ヲ定メテ組合会ヲ招集スルコトヲ得 
○５ 組合会ノ会議ハ公開ス但シ左ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス 
一 管理者ヨリ傍聴禁止ノ要求ヲ受ケタルトキ 
二 議長ニ於テ傍聴禁止ノ必要アリト認メタルトキ 
三 議員三人以上ノ発議ニ依リ傍聴禁止ヲ可決シタルトキ 
○６ 前項第三号ニ依ル発議ハ討論ヲ用ヰス其ノ可否ヲ決スヘシ 
○７ 招集ハ開会ノ日ヨリ少クトモ三日前ニ告知スヘシ但シ急施ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス 
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○８ 組合会ハ管理者之ヲ開閉ス 
第二十八条 組合会ハ議員定数ノ半数以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス但シ同一ノ事件ニ

付招集再回ニ至ルモ仍半数ニ満タサルトキ又ハ招集ニ応スルモ出席議員定数ヲ闕キ議長ニ於テ更ニ出席

ヲ催告シ仍半数ニ満タサルトキハ此ノ限ニ在ラス 
第二十九条 組合会ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル 
第三十条 組合規約ノ設定改正ニ関スル議決ハ議員定数ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 
第三十一条 組合会ノ職務権限及処務規程ニ関シテハ本章中規定スルモノノ外地方自治法中市町村ニ関

スル規定ヲ準用ス 
第三十二条 特別ノ事情アル組合ニ於テハ都道府県知事ハ組合会ヲ設ケス組合員ノ総会ヲ以テ之ニ充ツ

ルコトヲ得但シ総会ニ出席スヘキ組合員ニ関シテハ組合規約ノ定ムル所ニ依ル 
○２ 組合総会ニ関シテハ組合会ニ関スル規定ヲ準用ス 

第四章 組合ノ管理 

第三十三条 都道府県知事ハ水害予防組合関係地ノ市町村長ノ内一人ヲ指定シ其ノ組合ノ事務ヲ管理セ

シムヘシ但シ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ当該都道府県ノ職員ヲ指定シ組合ノ事務ヲ管理セシ

ムルコトヲ得 
○２ 都道府県知事ニ於テ管理者ヲ指定シタルトキハ直ニ之ヲ告示スヘシ 
○３ 管理者タル市町村長故障アルトキハ其ノ代理者之ヲ代理ス 
○４ 組合ノ区域数市町村ニ渉ル場合ニ於テ選挙区又ハ選挙分会ヲ設ケタルトキハ各市町村長又ハ其ノ

代理者ハ管理者ノ求ニ依リ議員選挙ニ関スル事務ヲ管理スヘシ組合員及組合費賦課物件ノ異動ニ関スル

事務ニ付テモ亦同シ 
第三十四条 組合ノ出納其ノ他会計事務ハ都道府県ノ職員管理者タル場合ハ都道府県知事ノ指定シタル

当該都道府県ノ職員ヲシテ之ヲ掌ラシメ市町村長管理者タル場合ハ其ノ市町村ノ会計管理者ヲシテ之ヲ

掌ラシムヘシ 
○２ 特別ノ事情アル場合ニ於テハ管理者ニ於テ第三十六条ノ職員中ニ就キ会計事務ヲ掌ル者ヲ定ムル

コトヲ得 
○３ 前項会計事務ヲ掌ル職員ヲ定メタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ届出ヅベシ 
第三十五条 組合ハ組合規約ヲ以テ臨時又ハ常設ノ委員ヲ置クコトヲ得 
○２ 委員ノ組織選任任期等ニ関スル事項ハ組合規約ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 
第三十六条 組合ハ書記技術員其ノ他ノ常勤職員ヲ置クコトヲ得 
○２ 職員ハ管理者之ヲ任免ス 
第三十七条 管理者ハ組合ヲ代表シ組合一切ノ事務ヲ担任ス 
○２ 管理者ノ担任スル事務ノ概目左ノ如シ 
一 組合会ノ議決ヲ経ヘキ事件ニ付其ノ議案ヲ発シ及其ノ議決ヲ執行スル事 
二 財産及営造物ヲ管理スル事 
三 収入支出ヲ命令シ及会計ヲ監督スル事 
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四 証書及公文書類ヲ保管スル事 
五 法令又ハ組合会ノ議決ニ依リ使用料手数料組合費及夫役現品ヲ賦課徴収スル事 
第三十八条 管理者ハ組合ノ職員ヲ指揮監督シ其ノ任命ニ係ル組合ノ職員ニ対シテハ懲戒ヲ行フコトヲ

得其ノ懲戒処分ハ譴責及五円以下ノ過怠金トス 
第三十九条 組合会ノ議決若ハ選挙其ノ権限ヲ越エ又ハ法令若ハ組合規約ニ背クト認ムルトキハ管理者

ハ其ノ意見ニ依リ又ハ都道府県知事ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シ其ノ執行ヲ要スルモノニ在リテハ其ノ執行

ヲ停止シ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選挙ヲ行ハシメ仍議決ニ付テハ其ノ議決ヲ改メサルトキハ都道府県知事

ノ指揮ヲ請フヘシ但シ場合ニ依リ再議ニ付セスシテ直ニ指揮ヲ請フコトヲ得 
○２ 都道府県知事ハ前項ノ議決又ハ選挙ヲ取消スコトヲ得但シ指揮ノ申請アリタルトキハ此ノ限ニ在

ラス 
○３ 組合会ノ議決公益ヲ害シ又ハ組合ノ収支ニ関シ不適当ナリト認ムルトキハ管理者ハ其ノ意見ニ依

リ又ハ都道府県知事ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シ其ノ執行ヲ要スルモノニ在リテハ其ノ執行ヲ停止シ之ヲ再

議ニ付シ仍其ノ議決ヲ改メサルトキハ都道府県知事ノ指揮ヲ請フヘシ但シ場合ニ依リ再議ニ付セスシテ

直ニ指揮ヲ請フコトヲ得 
第四十条 組合会成立セス又ハ第二十八条但書ノ場合ニ於テ仍会議ヲ開クコト能ハサルトキハ管理者ハ

都道府県知事ニ具状シテ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スヘキ事件ヲ処分スルコトヲ得 
○２ 組合会ニ於テ其ノ議決スヘキ事件ヲ議決セサルトキハ前項ノ例ニ依ル 
○３ 組合会ノ決定スヘキ事件ニ関シテハ前二項ノ例ニ依ル此ノ場合ニ於ケル管理者ノ処分ニ関シテハ

各本条ノ規定ニ準シ審査ヲ申立ツルコトヲ得 
○４ 本条ノ処分ハ次回ノ会議ニ於テ之ヲ組合会ニ報告スヘシ 
第四十一条 組合会ノ権限ニ属スル事件ニ関シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ組合会成立セス又ハ管理者

ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ管理者ハ専決処分シ次回ノ会議ニ於テ之ヲ組合会ニ報告ス

ヘシ 
○２ 前項管理者ノ処分ニ関シテハ各本条ノ規定ニ準シ審査ヲ申立ツルコトヲ得 
第四十二条 委員ハ管理者ノ指揮監督ヲ承ケ財産又ハ営造物ヲ管理シ其ノ他組合事務ノ一部ヲ調査シ又

ハ一時ノ委託ニ依リ事務ヲ処弁ス 
第四十三条 職員ハ管理者ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス 
第四十四条 組合会議員及委員ハ職務ノ為要スル費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得都道府県ノ職員又ハ市町

村長ニ於テ管理者タル職務ヲ行フ為要スル費用第三十三条第四項ノ事務ヲ行フ為要スル費用及都道府県

ノ職員又ハ市町村ノ会計管理者ニ於テ組合ノ会計事務ヲ行フ為要スル費用ニ付亦同シ 
○２ 職員ニハ退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料ヲ支給スルコトヲ得 
第四十五条 費用弁償額給料額旅費額退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料及其ノ支給方法ハ組合会

ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム 
第四十六条 費用弁償給料旅費退隠料退職給与金死亡給与金及遺族扶助料ハ組合ノ負担トス 

第五章 組合ノ財務 
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第四十七条 組合ハ其ノ必要ナル費用及法律政令ニ依リ組合ノ負担ニ属スル費用ヲ支弁スル義務ヲ負フ 
第四十八条 組合費ハ組合規約ノ定ムル所ニ依リ第八条ニ依ル土地、家屋及工作物其ノ他ノ物件ニ付之

ヲ賦課スルコトヲ得 
第四十九条 組合ハ其ノ事業ノ為夫役現品ヲ組合員ニ賦課スルコトヲ得 
○２ 組合ハ夫役ニ限リ其ノ区域内ノ総居住者ニ之ヲ賦課スルコトヲ得 
○３ 夫役現品及其ノ代納ニ関スル規定ハ組合規約ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 
第五十条 非常災害ノ為必要アルトキハ組合ハ他人ノ土地ヲ一時使用シ又ハ其ノ土石竹木其ノ他ノ現品

ヲ使用シ若ハ収用スルコトヲ得但シ其ノ損失ヲ補償スルコトヲ要ス 
○２ 出水ノ為危険アルトキニ限リ管理者警察官警察吏員又ハ都道府県知事ハ組合規約ノ定ムル所ニ依

リ組合区域内ノ総居住者ヲシテ防禦ニ従事セシムルコトヲ得但シ其ノ危険ガ去リタルトキハ此ノ限ニ非

ズ 
○３ 第一項ニ依リ補償スヘキ金額ハ協議ニ依リ之ヲ定ム協議調ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徴シ都道

府県知事之ヲ決定ス 
○４ 前項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ補償金額

ノ増額ヲ請求スルコトヲ得 
○５ 前項ノ訴ニ於テハ組合ヲ以テ被告トス 
第五十一条 組合内ノ一部ニ対シ特ニ利益アル事件ニ関シテハ組合ハ不均一ノ賦課ヲ為シ又ハ組合内ノ

一部ニ対シ特ニ賦課スルコトヲ得 
○２ 旧慣アルモノハ組合規約ヲ以テ特別ノ賦課方法ヲ定ムルコトヲ得 
第五十二条 組合費ノ賦課ヲ免除スヘキモノニ関シテハ市町村税ノ例ニ依ル 
第五十三条 組合ハ其ノ営造物ヲ事業ノ妨害ト為ラサル範囲内ニ於テ他ノ目的ニ使用セシムルコトヲ得 
○２ 前項ノ使用ニ付テハ使用料ヲ徴収スルコトヲ得 
第五十四条 組合ノ区域数市町村ニ渉ルトキハ各市町村ハ管理者ノ求ニ依リ其ノ市町村内ニ於ケル組合

費其ノ他組合ノ収入ノ賦課徴収ヲ為スヘシ 
○２ 前項組合費其ノ他組合ノ収入ノ徴収ニ関シテハ組合規約ノ規定ニ依リ徴収金百分ノ四以内ヲ其ノ

市町村ニ交付スルコトヲ得 
第五十五条 市町村ハ避クヘカラサル災害ニ因リ既収ノ組合費其ノ他組合ノ収入ヲ失ヒタルトキハ其ノ

納入義務ノ免除ヲ組合ニ請求スルコトヲ得 
○２ 組合ニ於テ前項ノ請求ニ応セサルトキハ市町村ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ十四日以内ニ都道府

県知事ニ審査ヲ申立ツルコトヲ得 
○３ 本条ノ裁決書ハ之ヲ市町村及組合ニ交付スヘシ 
第五十六条 組合費其ノ他組合ノ収入ノ督促及滞納処分ニ関シテハ市町村税ノ例ニ依ル 
○２ 前項ノ場合ニ関シテハ第五十四条第一項ノ規定ヲ準用ス 
第五十七条 組合費其ノ他組合ノ収入ノ督促ニ付テハ手数料ヲ徴収スルコトヲ得 
○２ 前条第二項ノ場合ニ於テハ前項ノ督促手数料ヲ其ノ市町村ニ交付スヘシ 
○３ 組合ノ徴収金ハ国税及地方税ニ次テ先取特権ヲ有シ其ノ追徴還付及時効ニ付テハ国税ノ例ニ依ル 
第五十八条 管理者ハ組合費ノ賦課ヲ受ケタル者ノ中特別ノ事情アル者ニ対シ会計年度内ニ限リ其ノ納
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付ノ延期ヲ許スコトヲ得其ノ年度ヲ超ユル場合ハ組合会ノ議決ヲ経ヘシ 
○２ 管理者ハ特別ノ事情アル者ニ限リ組合会ノ議決ヲ経テ組合費ヲ減免スルコトヲ得 
第五十九条 組合費及夫役現品ノ賦課ヲ受ケタル者其ノ賦課ニ不服アルトキハ賦課令状ノ交付後三月以

内ニ審査請求ヲ為スコトヲ得 
○２ 使用料及手数料ノ徴収ニ付テモ亦前項ノ例ニ依ル 
○３ 本条ノ審査請求ハ組合会ノ決定ニ付スヘシ 
○４ 組合費其ノ他組合ノ収入ノ滞納処分中差押物件ノ公売ハ処分ノ確定ニ至ル迄執行ヲ停止ス 
第六十条 組合ハ特定ノ目的ノ為積立基金ヲ設クルコトヲ得 
第六十一条 組合ハ其ノ事業ノ関係上必要アル場合ニ於テハ寄附又ハ補助ヲ為スコトヲ得 
第六十二条 組合ハ其ノ負債ヲ償還スル為又ハ組合永久ノ利益トナルヘキ支出ヲ要スル為又ハ天災事変

等ノ為已ムヲ得サル場合ニ限リ組合債ヲ起スコトヲ得 
○２ 組合債ヲ起スニ付組合会ノ議決ヲ経ルトキハ併セテ起債ノ方法利息ノ定率及償還ノ方法ニ付議決

ヲ経ヘシ 
○３ 組合ハ予算内ノ支出ヲ為ス為本条ノ例ニ依ラス一時ノ借入金ヲ為スコトヲ得 
○４ 前項ノ借入金ハ其ノ会計年度内ノ収入ヲ以テ償還スヘシ 
第六十三条 管理者ハ毎会計年度ノ歳入出予算ヲ調製シ会計年度前通常組合会ノ議決ニ付スヘシ 
○２ 管理者ハ組合会ノ議決ヲ経テ既定予算ノ追加又ハ更正ヲ為スコトヲ得 
○３ 組合ノ会計年度ハ政府ノ会計年度ニ同シ 
第六十四条 組合費ヲ以テ支弁スル事件ニシテ数年ヲ期シテ施行スヘキモノ又ハ数年ヲ期シテ其ノ費用

ヲ支出スヘキモノハ組合会ノ議決ヲ経テ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ継続費ト為スコトヲ得 
第六十五条 予算外ノ支出又ハ予算超過ノ支出ニ充ツル為予備費ヲ設クヘシ 
○２ 予備費ハ組合会ノ否決シタル費途ニ充ツルコトヲ得ス 
第六十六条 予算ハ議決ヲ経タル後直ニ之ヲ都道府県知事ニ報告シ且其ノ要領ヲ告示スヘシ 
第六十七条 組合会ニ於テ予算ヲ議決シタルトキハ管理者ヨリ其ノ謄本ヲ組合ノ会計事務ヲ掌ル職員ニ

交付スヘシ 
○２ 会計事務ヲ掌ル職員ハ管理者又ハ都道府県知事ノ命令アルニ非サレハ支払ヲ為スコトヲ得ス又命

令ヲ受クルモ支出ノ予算ナキトキ又ハ予備費支出及費目流用其ノ他財務ニ関スル規定ニ依ラサルトキ亦

同シ 
第六十八条 組合ノ支払金ニ関スル時効ニ付テハ政府ノ支払金ノ例ニ依ル 
第六十九条 組合ノ出納ハ翌年度六月三十日ヲ以テ閉鎖ス 
○２ 決算ハ出納閉鎖後一月以内ニ証書類ヲ併セテ会計事務ヲ掌ル職員ヨリ之ヲ管理者ニ提出スヘシ管

理者ハ之ヲ審査シ意見ヲ付シテ次ノ通常会迄ニ組合会ノ認定ニ付スヘシ 
○３ 決算及其ノ認定ニ関スル組合会ノ議決ハ之ヲ都道府県知事ニ報告シ且決算ハ其ノ要領ヲ告示スヘ

シ 
○４ 決算ノ認定ニ関スル会議ニ於テハ管理者及其ノ代理者共ニ議長タルコトヲ得ス 
第七十条 予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関シ必要ナル規定ハ国土交通大臣之ヲ定ム 
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第六章 組合ノ聯合 

第七十一条 水害予防組合ニ於テ共同事業ヲ為スノ必要アルトキハ其ノ協議ニ依リ都道府県知事ノ許可

ヲ得テ水害予防組合ノ聯合ヲ設クルコトヲ得 
○２ 水害予防組合聯合ハ之ヲ法人トス 
○３ 水害予防組合聯合ニシテ其ノ聯合組合ノ数ヲ増減シ又ハ共同事業ノ変更ヲ為サムトスルトキハ組

合ノ協議ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ其ノ聯合ヲ解カムトスルトキ亦同シ 
○４ 水害予防組合聯合ニ関シテハ水害予防組合ニ関スル規定ヲ準用ス其ノ準用シ難キ事項及特ニ必要

ナル事項ハ都道府県知事之ヲ定ム 

第七章 組合ノ監督 

第七十二条 組合ハ都道府県知事之ヲ監督ス 
○２ 都道府県知事ハ組合事務ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ処分ヲ為スコトヲ得 
○３ 国土交通大臣ハ組合ノ活動ガ法令又ハ組合規約ニ違反スルト認ムルトキハ都道府県知事ニ対シ組

合ノ事務ノ停止ノ命令又ハ組合規約ノ許可ノ取消ノ指示ヲ為スコトヲ得 
第七十三条 本法ニ規定スル異議ノ申出又ハ審査ノ申立ハ処分ヲ為シ又ハ決定書若ハ裁決書ノ交付ヲ受

ケタル日ヨリ其ノ交付ヲ受ケサル者ハ告示ノ日ヨリ十四日以内ニ之ヲ為スヘシ但シ本法中別ニ期間ヲ定

メタルモノハ此ノ限ニ在ラス 
○２ 本法ニ規定スル異議ノ申出又ハ審査ノ申立ニ対スル決定又ハ裁決ハ文書ヲ以テ之ヲ為シ理由ヲ付

シ之ヲ異議申出人又ハ審査申立人ニ交付スヘシ 
○３ 本法ニ規定スル異議ノ申出又ハ審査ノ申立ニ関スル期間ノ計算ニ付テハ行政不服審査法（平成二

十六年法律第六十八号）ノ規定ニ依ル 
○４ 異議ノ申出又ハ審査ノ申立アルモ処分ノ執行ハ之ヲ停止セス但シ行政庁ハ其ノ職権ニ依リ又ハ関

係者ノ請求ニ依リ必要ト認ムルトキハ之ヲ停止スルコトヲ得 
第七十四条 都道府県知事ハ必要アル場合ニ於テハ期間ヲ定メテ組合会ノ停会ヲ命スルコトヲ得 
第七十五条 都道府県知事ハ組合会ノ解散ヲ命スルコトヲ得 
○２ 組合会解散ノ場合ニ於テハ三月以内ニ議員ヲ選挙スヘシ 
第七十六条 組合ニ於テ法律政令ニ依テ負担シ又ハ当該行政庁ノ職権ニ依テ命スル所ノ費用ヲ予算ニ載

セサルトキハ都道府県知事ハ理由ヲ示シテ其ノ費用ヲ予算ニ加フルコトヲ得 
○２ 組合又ハ管理者其ノ他ノ職員ニ於テ執行スヘキ事件ヲ執行セサルトキハ都道府県知事ニ於テ之ヲ

執行スルコトヲ得但シ其ノ費用ハ組合ノ負担トス 
第七十七条 削除 
第七十八条 左ニ掲クル事件アリタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ届出ヅベシ 
一 組合規約ヲ設定改正スル事 
二 不動産ノ管理及処分ニ関スル事 
三 不均一ノ賦課ヲ為シ又ハ組合内ノ一部ニ対シ特ニ賦課ヲ為ス事 
四 使用料手数料ヲ新設シ増額シ又ハ変更スル事 
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五 積立基金ノ設置管理及処分ニ関スル事 
六 寄附及補助ヲ為ス事 
七 第六十二条第三項ノ借入金ヲ除クノ外負債ヲ起シ並起債ノ方法利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ

変更スル事 
八 継続費ヲ定メ又ハ変更スル事 
第七十九条及第八十条 削除 
第八十一条 都道府県知事ハ第三十五条ノ委員及第三十六条ノ職員ニ対シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒

処分ハ譴責二十五円以下ノ過怠金及解職トス 
○２ 都道府県知事ハ職員ノ解職ヲ行ハムトスル前其ノ停職ヲ命シ且場合ニ依リ給料又ハ報酬ヲ支給セ

シメサルコトヲ得 
○３ 懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間水害予防組合ノ公職ニ選挙セラレ又ハ任命セラルルコトヲ

得ス 
第八十二条 組合ノ職員ノ服務紀律賠償責任身元保証及事務引継ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 

第八章 雑則 

第八十三条 本法ノ規定ニ依リ初テ議員ヲ選挙スル場合ニ於テ組合会ノ議決スヘキ事項ハ其ノ成立ニ至

ル迄管理者ニ於テ之ヲ行フヘシ 
第八十四条 本法ノ規定ニ依リ都道府県知事ノ職権ニ属スル事件ニシテ数都府県ニ渉ルモノアルトキハ

関係都府県知事ノ協議ニ依リ其ノ事件ヲ管理スベキ都道府県知事ヲ定ム 
第八十五条 削除 
附 則  
第八十六条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 
○２ 水利組合条例ハ之ヲ廃止ス 
第八十七条 本法施行ノ際現ニ存スル水利組合ハ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス 
第八十八条 水利組合条例ニ依リ為シタル諸般ノ行為ハ仍其ノ効力ヲ有ス 
第八十九条 水利組合条例ニ依リ為シタル処分ニ対スル異議訴願又ハ訴訟ニ関シテハ水利組合条例ニ依

ル 
第九十条 本法施行ノ際現ニ存スル旧町村会又ハ水利土功会ニシテ其ノ目的トスル事業カ本法ノ規定ニ

牴触セサルトキハ之ヲ本法ノ規定ニ依リ設置シタル水利組合ト看做ス 
○２ 前項ノ場合ニ於テ従来ノ吏員及議員ハ総テ其ノ職ヲ失フモノトス 
○３ 第一項ノ水利組合及其ノ管理者ハ府県知事ニ於テ直ニ之ヲ告示スヘシ 
○４ 前項ノ告示アリタルトキハ管理者ハ遅滞ナク組合規約ヲ定メ府県知事ノ許可ヲ受クヘシ 
附 則 （大正一五年六月二四日法律第七九号）  
○１ 本法ハ郡長廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス 
○２ 本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 
附 則 （昭和二二年一二月二六日法律第二三九号）  
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この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 
附 則 （昭和二四年六月四日法律第一九三号） 抄  
１ この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 
附 則 （昭和二四年六月六日法律第一九六号）  
この法律は、土地改良法施行の日から施行する。 
附 則 （昭和三四年四月二〇日法律第一四八号） 抄  
（施行期日） 
１ この法律は、国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）の施行の日から施行する。 
（公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置） 
７ 第二章の規定による改正後の各法令（徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。）の規定は、この

法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合に

ついて適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定

する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。 
附 則 （昭和三七年五月一六日法律第一四〇号） 抄  
１ この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 
２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生

じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 
３ この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定

めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
４ この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの

法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
７ この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当

事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、

裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことがで

きる。 
８ 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規

定を準用する。 
附 則 （昭和三七年九月一五日法律第一六一号） 抄  
１ この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 
２ この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にさ

れた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生

じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 
３ この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願

等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願

等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につ

きこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 
４ 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができ
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ることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立て

とみなす。 
５ 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁

決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 
８ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
９ 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則 （昭和五八年一二月一〇日法律第八三号） 抄  
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
（その他の処分、申請等に係る経過措置） 
第十四条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条

において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以

下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規

定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、こ

の法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則

第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関す

る規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用について

は、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
附 則 （平成三年五月二一日法律第七九号） 抄  
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に

定める日から施行する。 
一から四まで 略 
五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 
（その他の処分、申請等に係る経過措置） 
第六条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条におい

て同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この

条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によ

りされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の

施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条か

ら前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に

定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正

後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
（罰則に関する経過措置） 
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる

場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄  
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第

二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中

自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の

規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町

村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第

七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、

第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規

定 公布の日 
（水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置） 
第百二十六条 施行日前に第四百一条の規定による改正前の水害予防組合法第三十九条第三項の規定に

よってした第一次監督行政庁の処分に対する同条第四項の審査又は同法第五十五条第二項の規定により

組合が請求に応じない旨の通知を行った場合における同項及び同条第三項の主務大臣の審査については、

なお従前の例による。 
（国等の事務） 
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前にお

いて、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団

体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、

地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 
（処分、申請等に関する経過措置） 
第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第

百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他

の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれ

の法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」とい

う。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるも

のは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過

措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適

用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみな

す。 
２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、

届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていな

いものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後の

それぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の

手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正
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後のそれぞれの法律の規定を適用する。 
（不服申立てに関する経過措置） 
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条

において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において

「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後におい

ても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。こ

の場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁

であった行政庁とする。 
２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機

関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規

定する第一号法定受託事務とする。 
（手数料に関する経過措置） 
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）

の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあ

るもののほか、なお従前の例による。 
（罰則に関する経過措置） 
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 
（検討） 
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限

り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法

に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを

行うものとする。 
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地

方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつ

つ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄  
（施行期日） 
第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附

則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百

二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 
附 則 （平成一六年六月九日法律第八四号） 抄  
（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 
附 則 （平成一八年六月七日法律第五三号） 抄  
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 
（水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置） 
第十四条 前条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四条第一項又は第四十四条第一項の規定の

適用については、附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同法第三十

四条第一項又は第四十四条第一項に規定する会計管理者とみなす。 
附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄  
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
（水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置） 
第四十五条 第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第三十四条第

三項の規定によりされている認可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四

条第三項の規定によりされた届出とみなす。 
２ 第九十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水害予防組合法第七十八条の規定によ

りされている許可の申請は、第九十六条の規定による改正後の水害予防組合法第七十八条の規定により

された届出とみなす。 
（罰則に関する経過措置） 
第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）

の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律

の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経

過措置を含む。）は、政令で定める。 
附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄  
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 
（経過措置の原則） 
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされ

た行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものにつ

いては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 
（訴訟に関する経過措置） 
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行

為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで

この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する
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行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の

不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの

提起については、なお従前の例による。 
２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場

合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の

法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこ

ととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 
３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前

に提起されたものについては、なお従前の例による。 
（罰則に関する経過措置） 
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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（附録３） 

 気 象 業 務 法 （ 抜 粋 ）  

                                   昭和２７年６月２日 

                                   法 律 第 １ ６ ５ 号 

最終改正 令和７年１２月１２日法律第８６号 

第三章 予報及び警報 
（予報及び警報） 
第十三条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除

き、以下この章において同じ。）、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報

をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。 
２ 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象

についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。 
３ 気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報

道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。 
第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい

場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨

を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。 
２ 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければなら

ない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見

を聴かなければならない。 
３ 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
４ 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。 
５ 前条第三項の規定は、第一項の警報（第十五条の二第一項において「特別警報」という。）をする場合に準

用する。 
第十四条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船

舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 
２ 気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報

及び警報をすることができる。 
３ 第十三条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。 
第十四条の二 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用

に適合する予報及び警報をしなければならない。 
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２ 気象庁は、水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第十条第二項の規定により指定された河川につい

て、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量（氾濫した後においては、水

位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深）を示して洪水についての水防活動の利用に適合

する予報及び警報をしなければならない。 
３ 気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位

又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。この場合

において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。 
４ 気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門

的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならな

い。 
５ 第十三条第三項の規定は、第一項から第三項までの予報及び警報をする場合に準用する。この場合にお

いて、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第三項

までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は

都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。 
６ 第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第十七

条及び第二十三条の規定は、適用しない。 
第十五条 気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、

地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察

庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社（日本電信電話株式会社等に関

する法律（昭和五十九年法律第八十五号）第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以

下同じ。）、西日本電信電話株式会社（同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。

以下同じ。）又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合にお

いて、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。 
２ 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。 
３ 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるよう

に努めなければならない。 
４ 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させる

ように努めなければならない。 
５ 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周

知させるように努めなければならない。 
６ 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。 
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第十五条の二 気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報

をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安

庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなけ

ればならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたと

きも同様とする。 
２ 前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければな

らない。 
３ 前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関

が第一項の通知を受けた場合に準用する。 
４ 第二項又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を

公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。 
５ 前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同条第六項の規定は日本放送

協会の機関が第一項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。 
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（附録４） 

水防に関する規則 
 

昭和２８年７月２１日 

規 則 第 ３ １ 号 

 

第１条 水防法（以下法という。）第４条の規定よる水防管理団体は、知事が埼玉県水防協議会にはかつ

て指定し、且つ、告示する。 

第２条 県の年間水防計画は、４月末日までに水防管理者に通知する。 

第３条 法第１８条の標識は、附図の１に示す標旗及び赤色の警光灯とする。 

２ 水防のため出動する車両は、前項の標識を使用しなければならない。 

第４条 法第２０条第１項の規定による水防信号は、附図の２のとおりとし、水防管理者又はその命を

受けたものが発しなければならない。 

第５条 指定管理団体の水防管理者は、年間の水防計画を毎年５月末日までに、（変更したときはその都

度）知事に報告しなければならない。 

第６条 法第４９条第２項の規定により県の職員が携帯する証票は、別表のとおりとする。 

 

附 則 

① この規則は、公布の日から施行し、昭和２４年８月３日から適用する。 

② 水害防御規程（大正５年埼玉県令第２３号）は、この規則公布の日から廃止する。 

附 則（昭和２８年７月２１日規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３５年１２月３０日規則第５１号） 

１ この規則は、昭和３６年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第１条から第７６条までに掲げる規則（以下「改

正前の規則」という。）に基づいてなされている手続きその他行為は、この規則による改正後の第１

条から第７６条までに掲げる規則（以下「改正後の規則」という。）に基づいてなされた手続きその

他行為とみなす。 

３ この規則の施行の際、改正前の規則に基づいて作成されている用紙は改正後の規則の各相当規定に

基づいて作成されたものとみなす。 

附 則（平成２２年３月３０日規則第６０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附図の１        標      識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 寸法は標準となるものであり、用途に応じ、適宜変更しても差し

支えない。 

 

別表       （表） 

         （裏） 

 

第  号 

身 分 証 明 書 

 
次の者は、水防法第４９条第１項の規定により必要な土地に立

ち入ることができる者であることを証明する。 

 
職  名 

氏  名              年  月  日生 

 

交  付  年  月  日 

有効期限  年  月  日から  年  月  日まで 

埼玉県知事  氏    名  印 

 

水防法（抜粋） 

 
第４９条  都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成

するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の

提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防

機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができ

る。  

 

２  都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属

する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合におい

ては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたと

きは、これを提示しなければならない。 
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（附録５） 

執行機関の附属機関に関する条例（抜粋） 
 

昭和２８年４月１日 

条 例 第 １ ７ 号 

最終改正 平成２５年１０月１５日条例第４５号 

 

（目的） 

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百三十八条の四第三項に規定

する県の執行機関の附属機関（以下「附属機関」という。）について必要な事項を定めることを

目的とする。 

一部改正〔平成二五年条例四五号〕 

（設置） 

第二条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例の規定により設置されたもの及び第三項に

規定するもののほか、附属機関として置くものは、別表第一のとおりとする。 

２ 法律又はこれに基づく政令の規定により設置された附属機関（以下「法設置附属機関」という。）

のうち別表第二の上欄に掲げる法設置附属機関は、それぞれ同表の下欄に掲げる附属機関とする。 

３ 別表第三の中欄に掲げる職務を行うため、同表の上欄に掲げる附属機関を置き、同表の下欄に

掲げる法設置附属機関は、当該上欄に掲げる附属機関とする。 

一部改正〔昭和三五年条例三四号・平成一二年四号・二五年四五号〕 

（報酬） 

第三条 附属機関の委員その他の構成員（以下「委員等」という。）の報酬の額は、委員等が、会

議に出席し、又はその職務により勤務した日一日について一万六千二百円以内とする。 

一部改正〔昭和三五年条例三四号・四二年五〇号・四五年七号・四八年六八号・四九年

七六号・五一年五二号・五三年二号・五四年五六号・五五年五八号・五七年一号・六〇

年五号・六二年四九号・平成二年三号・四年七号・八年四一号・一八年一号・二五年四

五号〕 

（費用弁償） 

第四条 委員等が職務のため旅行したときは、特別の事情がある場合を除き、一般職の職員に支給

する額に相当する額をその費用として弁償する。 

一部改正〔昭和三五年条例三四号・六一年三五号・平成四年六九号・九年七四号・二五

年四五号〕 

（支給方法） 

第五条 報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の給料及び旅費支給の例による。ただし、

費用弁償の計算方法における起点は、その委員等が居住する市町村の区域とする。 
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一部改正〔平成二五年条例四五号〕 

（委任） 

第六条 附属機関の組織、会議その他附属機関について必要な事項は、法律若しくはこれに基づく

政令又はこの条例に定めるもののほか、当該執行機関が定める。 

一部改正〔平成二五年条例四五号〕 

 

 

別表第一（第二条関係） 

一 知事の附属機関 

附 属 機 関 名 職                  務 

埼玉県水防協議会 知事の諮問に応じ、水防計画その他水防に関する重要事項を調査審議する。 

 

附録　38



（附録６） 

附属機関等の管理に関する要綱 

（昭和６２年２月７日知事決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、調停、審査、審議又は調査等を行うことを職務とする地方自治法第１３８条の４

第３項の規定に基づく附属機関（以下「附属機関」という。）及びこれに類似する県の要綱等に基づ

く協議会等の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（附属機関についての基本的な考え方） 

第２条 附属機関については、県行政に対する県民の意見の反映若しくは専門的な知識の導入又は県行

政の公正の確保等の附属機関の機能が十分発揮されるよう、この要綱に基づき適切に管理するものと

する。 

（附属機関の設置） 

第３条 附属機関は、法律により設置が義務付けられているものを除くほか、その調査審議等の内容が

次の各号に定める場合をいずれも満たす場合に限り設置するものとする。 

一 県民の意見を反映し、専門的な知識を導入し、又は公正を確保するため、県民、関係団体、専

門的知識を有する者等からの意見を必要とすること。 

二 前号に掲げる者から個別の意見聴取等を行うだけでは不十分であること。 

三 他に当該審議事項を調査審議等させる適当な附属機関が存在しないこと。 

２ 附属機関は、その弾力的かつ機動的な運営を図るため、所掌事務はできる限り広範囲なものとし、

必要に応じて部会等を設置するものとする。 

３ 附属機関の所掌事務が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置条例において当該附属機関

の存続期間を明示するものとする。 

４ 附属機関の所掌事務が経常的に発生しない場合は、当該附属機関の設置条例において必要の都度委

員を任命することができるように定めるものとする。 

５ 法律により設置が義務付けられている附属機関のうちその必要性が乏しいものについては、委員の

任命及び関係予算の計上を留保するものとする。 

６ 執行機関の附属機関に関する条例第６条に基づき、各附属機関がその組織、会議その他必要な事項

を個別に定める場合は、規則で定めるものとする。 

（審議会等の名称の使用制限） 

第４条 附属機関でないものは、審査会、審議会、調査会等附属機関と紛らわしい名称を用いてはなら

ない。 

（附属機関の委員の任命についての基本的な考え方） 

第５条 附属機関の委員は、第２条に規定する附属機関の機能が十分発揮されるよう幅広い分野から起

用するものとし、原則として民間有識者から選任するものとする。 

２ 附属機関の委員の代理出席は認められないものであるので、選任に当たり特に留意するものとする。 
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３ 附属機関の委員の任期については、法令に定めのある場合を除き、２年以内を原則とする。 

（留任の基準） 

第６条 附属機関の委員の在任期間は、法令の規定により職指定等で任命されるものを除き、連続して

２期までを原則とする。 

（重複任命の基準） 

第７条 同一人を原則として５つ以上の附属機関の委員に重複して任命しないものとする。ただし、当

該附属機関の所掌事務に密接な関連を有する団体の代表者として任命された委員については、この限

りでない。 

（女性の委員の拡大） 

第８条 １の附属機関における女性の委員の構成割合は、「男女共同参画基本計画」の目標数値以上と

なるよう努めるものとする。 

（各年齢層からの選任） 

第９条 附属機関の委員は、幅広い年齢層から選任するものとし、当該附属機関における委員の年齢構

成を均衡のとれたものにするものとする。 

（公募による委員） 

第１０条 県民の意見をより広く反映させるため、次に掲げる附属機関を除き、委員の一部を公募によ

り選任するものとする。 

一 プライバシーの保護、秘密の確保、中立・公平の確保の必要がある附属機関 

二 委員の要件に特殊な資格・免許が必要な附属機関 

２ 公募を行った際は、部長等（部長及び会計管理者をいう。以下同じ。）は、公募委員数、選考方法

及び選考結果等を速やかに企画財政部長に報告するものとする。 

（県職員等の除外） 

第１１条 県職員（他の執行機関の職員を除く。以下同じ。）及び県職員であった者（退職後２年以内

の者に限る。以下同じ。）は、次の各号に掲げる附属機関を除き、附属機関の委員に任命しないもの

とする。ただし、法令において県職員を委員に任命することが定められている場合及び県職員の属人

的な専門的知識・経験から特に必要と認められる場合はこの限りでない。 

一 県の職員又は財産に関する事項を取り扱う附属機関 

二 関係行政機関相互の連絡調整を行う附属機関 

（委員数の適正化） 

第１２条 １の附属機関における委員の数は、法令に定めのある場合を除くほか、原則２０人以内とす

るものとする。 

（関係団体への委員の推薦依頼） 

第１３条 関係団体に対し附属機関の委員の推薦を依頼する場合においては、第５条から第９条までの

規定の趣旨を十分考慮するとともに、長期留任、重複就任等の問題の要因ともなっている充て職就任

は極力避けるよう努めるものとする。 
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なお、団体等の代表として選任する場合は、団体の長に限ることなく、審議会の委員として出席し、

審議内容を充実させる意見が述べられる人物の登用を図るものとする。 

（会議開催の周知等） 

第１４条 附属機関の会議の開催に当たっては、県のホームページ、県報、広報誌への掲載、報道機関

への資料提供、庁舎内への案内の掲示等の方法により、会議の議題、開催の日時及び場所、傍聴の可

否等について県民に周知しなければならない。 

２ 会議結果の公表については、埼玉県情報公開条例第四条に基づき行うものとする。 

（議事録） 

第１５条 附属機関の会議の議事録は、審議の内容が十分に理解できるような形式としなければならな

い。 

２ 附属機関が意思決定を行った場合において、少数意見があるときは、できる限りその内容を答申書

等に併記しておくものとする。 

（会議の資料） 

第１６条 附属機関の会議の資料は、原則として、会議の開催前に配布し、委員が事前に十分に検討で

きる期間を設けるものとする。 

（公聴会） 

第１７条 附属機関は、県民等から直接意見を聴取するため、公聴会の開催に努めるものとする。 

（企画財政部長への協議） 

第１８条 部長等は、次の各号に掲げる場合においては企画財政部長に協議しなければならない。 

一 附属機関を新たに設置しようとする場合 

二 １の附属機関を他の附属機関と統合しようとする場合 

三 附属機関を廃止しようとする場合 

四 附属機関の委員の任命及び予算の計上を留保しようとする場合 

五 同一人を５つ以上の附属機関の委員に重複して任命しようとする場合 

六 県職員（他の執行機関の職員を除く。以下同じ。）及び県職員であった者（退職後２年以内の

者に限る。以下同じ。）を委員に選任しようとする場合（法令において県職員を委員に任命する

ことが定められている場合を除く。） 

七 ２０人を超える委員を選任しようとする場合（法令に委員数の定めのある場合を除く。） 

２ 前項第五号から第七号までに掲げる場合にかかる協議は、委員の任命等を行おうとする日の概ね１

か月前に行うものとする。 

（企画財政部長への報告） 

第１９条 部長等は、附属機関の委員が任命されたときは、別に定める様式により企画財政部長に報告

するものとする。また、毎年６月１日の委員・構成員の選任状況及び前年度の開催状況を６月１５日

までに別に定める様式により、企画財政部長に報告するものとする。 

２ 前項の集計データについては、この要綱による附属機関の管理を的確に行うため、企画財政部長が
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適切に管理するものとする。 

（附属機関に類似する協議会等についての基本的な考え方） 

第２０条 県の要綱、要領、個別の決裁等に基づき設置され、県職員以外の者が構成員の全部又は一部

となっている協議会等（関係行政機関又は関係団体との間の連絡調整を行う会議等を除いたものをい

う。以下「協議会等」という。）は、懇談会、懇話会、研究会等の名称を用いてその性格を明らかに

するものとする。 

２ 協議会等には、「審議する」、「答申する」等附属機関と紛らわしい所掌事務を付与してはならな

い。 

３ 協議会等の意見及び構成員から聴取した意見については、答申、建議、意見書等附属機関の審議結

果と受けとられるような呼称を付さないものとする。 

（協議会等の設置期間等） 

第２１条 協議会等は、その設置要綱等において存続期間を明らかにしておかなければならない。 

（協議会等の構成員の選任等） 

第２２条 協議会等については、構成員に対しては就任依頼を行い、委嘱は行わないこととし、第５条

から第１０条まで及び第１２条から第１６条までの規定の趣旨に従い構成員を選任し、会議を運営す

るものとする。 

（企画財政部長への報告） 

第２３条 部長等は、協議会等を設置し、又は廃止したときは、企画財政部長へ報告するものとする。 

（経常的な見直し等） 

第２４条 附属機関及び協議会等については、常にこの要綱により見直しを行い、その合理的な運営に

努めるとともに、法律により設置を義務付ける必要性の乏しい附属機関については、国に対しその改

善について要請するものとする。 

なお、部長等は附属機関等について毎年１回次の観点により見直しを行うものとする。 

一 設置目的を達成したもの又は社会経済情勢等の変化により必要性が低下したものは廃止する。 

二 定例的な報告等形式的開催が主であり、活動が不活発なものは廃止する。 

三 設置目的及び担任事務又は構成員に共通性があるものは統合する。 

四 行政の総合性及び効率性を確保するため統合が可能なものは統合する。 

 

附  則 

この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。ただし、第１１条及び第１５条の改正規定は同年５月

１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成９年６月１日から施行する。 
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附  則 

この要綱は、平成１０年６月１日から施行する。 

附  則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成１４年４月１日（第２項において「施行日」という。）から施行する。 

２ 個別の附属機関の組織、会議その他附属機関について必要な事項に関し、施行日前に訓令等で規

定しているものについては、第３条第６項の改正規定は、施行日以後に訓令等を改正する日から適

用し、同日前については、なお従前の例による。 

附  則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２４年７月１０日から施行する。 

附録　43



（附録７） 

                                   平成２６年１月１０日                                     

埼玉県水防協議会規則 
（趣 旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和２８年埼玉県条例第１７号）第６条の規

定に基づき、埼玉県水防協議会（以下「協議会」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（組 織） 

第２条 協議会は、会長１人及び委員１５人以内をもって組織する。 

（委 員） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任されることができる。 

（会 長） 

第４条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（会 議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第６条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第７条 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数決で議決したときは、

公開しないことができる。 

（議事録） 

第８条 議長は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長のほか、出席した委員のうちから、議長が指名する２人の委員が署名し、又は記

名押印しなければならない。 

（庶 務） 

第９条 協議会の庶務は、県土整備部河川砂防課において処理する。 

（委 任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定

める。 

 

附   則 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  
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令和 8 年度 埼玉県水防協議会委員名簿 
 

役   職  現 職 

 
会   長  

 
委   員  

 
〃  

 
〃  

 
〃  

 
〃  

 
〃  

 
〃  

 
〃  

 
 

〃  
 
 

〃  
 
 

〃  
 
 

〃  
 

〃  
 

〃  
 

〃  

 
埼玉県知事  
                   大  野 元 裕  
㈱テレビ埼玉 報道制作局  
 局長 待遇報道部担当        宮 内 里 江 子 
日本赤十字社  埼玉県支部  
 救護・講習課 講習係長       小 淵 由 美 子 
東日本電信電話㈱ 埼玉事業部  
 運営企画 担当課長         横  川 絢 佳 

埼玉県議会 県土都市整備委員会  
 副委員長              小 早 川 一 博 
加須市・羽生市水防事務組合   
 加須市 都市整備部長        小  島 弘 行  
荒川北縁水防事務組合  
 熊谷市 建設部長          新  井 賢 一  
気象庁熊谷地方気象台  
 台長                 板 橋 耕 一 郎 
国土交通省 関東地方整備局  
 利根川上流河川事務所  
 副所長               池  上 清 子  
国土交通省関東地方整備局  
 江戸川河川事務所  
 副所長               内 藤 ゆ う 子 
国土交通省関東地方整備局  
 荒川上流河川事務所  
 流域治水課 専門官         新 保 美 奈 子 
国土交通省 関東地方整備局  
 荒川下流河川事務所  
 流域治水課長            與 儀 亜 希 子 

陸上自衛隊 第３２普通科連隊  
 第２科長              玉  木 智 也  
埼玉県警察本部  
 警備部 警備第二課長        内  村 俊 明 

埼玉県 危機管理防災部  
 副部長                小 沢 き よ み 
埼玉県 県土整備部  
 部長                小 島 茂 
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（附録９） 

埼玉県災害対策本部条例（昭和３７年１０月９日条例第３６条） 
 

（趣 旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条第８項の規定に基づき、

埼玉県災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組 織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、部所の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代

理する 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（ 部 ） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。 

４ 部長は、部の事務を掌握する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害

対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌握する。 

（雑 則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

  附   則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  附   則（平成８年８月２０日条例第３０号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 附   則（平成２４年８月１７日条例第４５号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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（附録１０） 
 

水 防 工 法 の 概 要 
 
水防工法の分類について 
 水防工法にはいくつもあるが、その目的と資材人員等に応じて最も適切なものを選ばなければならな

い。 
 河川堤防の破堤原因は、次の３種類が主なものである。 
 ・越水（溢水）：堤防から水があふれ出て、堤防の裏法面から欠壊する。 

・漏水（浸透）：河川の水位が高い場合、水圧により裏法面に河川が湧水して堤防が欠壊する。 
 ・洗 堀：河水の流勢により表法面が洗堀され欠壊する。 
 
 代表的な水防工法 
  越水防止 積土のう 
   状 況 ・洪水により堤防が沈下 
       ・増水が速く、水が堤防を越える恐れ 
 

 
 
効 果 ・堤防天端の土のうを積み、越水を防止 
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漏水防止 月の輪 
 状 況 ・出水中堤防裏側に漏水した水が噴

き出る 
 
 
 
 
 
 
 
 

  効 果 ・土のうを積んで河川水位と漏水口

との水位差を縮め、水の圧力を弱

め、漏水口が拡大するのを防ぎ、

堤防の決壊を未然に防止 
 
 
 
 
 
 
 洗堀防止 表面シート張り 
  状 況 ・川表の崩れ 
      ・堤防の透水 
 
 
 
 
 
 
 
  効 果 ・川表の崩れるのを防止 
      ・吸い込み口をふせぎ透水を防止 
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（附録１１） 
 

洪水浸水想定区域の指定について 
 

浸水想定区域の定義 
洪水予報河川または水位情報周知河川は、水防法第１４条に基づき当該河川が氾濫した場合の浸水想

定区域を指定することとなっています。指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らかにした

浸水想定区域図は、市町村が作成する洪水ハザードマップの基礎データとなります。 

 県内において浸水想定区域の指定をした河川は以下のとおり。 
 
◆国管理河川 
 ○荒 川  平成２８年５月３０日指定（上流部平成１７年７月８日指定） 
 ○利根川  平成２９年７月２０日指定 
 ○江戸川  平成２９年７月２０日指定 
 ○入間川流域（入間川、越辺川、小畔川、都幾川、高麗川） 平成２８年５月３０日指定 
 ○烏川   平成２８年８月２日指定 
 ○渡良瀬川 平成２９年７月２０日指定 
 ○広瀬川  平成２９年７月２０日指定 
 ○早川   平成２９年７月２０日指定 
 ○小山川  平成２９年７月２０日指定 

○中川・綾瀬川  平成２９年７月２０日指定 
 

◆県管理河川 
○県内全河川 令和６年 5 月２８日 
洪水浸水想定区域の指定を行う河川は下図の河川であり、県内の洪水予報河川、水位情報周知河川は

全て指定済みです。 
 

唐沢川 
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（附録１２） 

洪水ハザードマップの概要 
洪水ハザードマップの定義 
  水防法第１４条に基づく浸水想定区域の指定があったときは、同法第１５条に基づき市町村地域防

災計画に必要な事項を定めることとなっており、当該市町村長は、市町村地域防災計画に定められた

事項を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物（洪水ハザードマップ）を作成すること

となっています。 
洪水ハザードマップは、河川の氾濫により想定される浸水状況や避難所の位置、緊急連絡先や情報

伝達経路等、避難に資する情報をわかりやすくまとめた地図である。住民の防災意識の向上に大きな

役割を果たすとともに、災害による被害を最小限に食い止めるため、非常に有効なものとなります。 
 
○水防法第１５条に基づき、作成義務がある市町：６３市町村 
 
○洪水ハザードマップ作成済み市町：６３市町 
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（附録１３） 

土砂災害警戒区域等における 

土砂災害防止対策の推進に関する法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある

土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生

するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置

を定めるほか、土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、

土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊（傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する

自然現象をいう。）、土石流（山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下す

る自然現象をいう。第二十七条第二項及び第二十八条第一項において同じ。）若しくは地滑り（土地の一

部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。同項において同じ。）

（以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。）又は河道閉塞による 湛
たん

水（土石等が河道を閉塞したことに

よって水がたまる自然現象をいう。第七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。）を発生原因とし

て国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。 

第二章 土砂災害防止対策基本指針等 

（土砂災害防止対策基本指針） 

第三条 国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針（以下「基本指針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項 

二 次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項 

三 第七条第一項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区

域の指定について指針となるべき事項 

四 第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他この法律に基づき行われる土砂災害の防

止のための対策に関し指針となるべき事項 

五 第二十七条第一項の規定による危険降雨量の設定並びに同項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び

周知のための必要な措置について指針となるべき事項 

六 第二十八条第一項及び第二十九条第一項の緊急調査の実施並びに第三十一条第一項の規定による土砂災

害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について指針となるべき事項 

３ 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び農林水産大臣に協議す

るとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

         平 成１２．５．８ 
         法 律 第 ５ ７ 号 
改正 平成１７． ５． ２法律３７  

同 ２２．１１．２５同 ５２ 
同 ２５． ６．２１同 ５４ 
同 ２６． ６． ４同 ５４ 
同 ２６．１１．１９同１０９ 
同 ２９． ５．１９同 ３１ 
令和 ３． ５．１０同 ３０ 
同  ３． ５．１０同 ３１ 
同  ４． ６．１７同 ６８ 
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５ 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。 

（基礎調査） 

第四条 都道府県は、基本指針に基づき、おおむね五年ごとに、第七条第一項の規定による土砂災害警戒区

域の指定及び第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土

砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、

地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項に関する調査（以

下「基礎調査」という。）を行うものとする。 

２ 都道府県は、基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村（特別区を含

む。以下同じ。）の長に通知するとともに、公表しなければならない。 

３ 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、基礎調査の結

果について必要な報告を求めることができる。 

（基礎調査のための土地の立入り等） 

第五条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必要がある

ときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を

作業場として一時使用することができる。 

２ 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有

者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。 

３ 第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合において

は、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければな

らない。 

４ 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入

ってはならない。 

５ 第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

６ 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじ

め、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。 

７ 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、

又は妨げてはならない。 

８ 都道府県は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、そ

の者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

９ 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。 

１０ 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受

けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定める

ところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法（昭和二十六年法律

第二百十九号）第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。 

（基礎調査に関する是正の要求の方式） 

第六条 国土交通大臣は、都道府県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科

学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第一項の規定

による土砂災害警戒区域の指定又は第九条第一項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定が著しく適正

を欠くこととなり、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあることが明らかであるとして地方自

治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都

道府県が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。 

第三章 土砂災害警戒区域 

（土砂災害警戒区域） 

第七条 都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体

に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害（河道閉塞による湛

水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第二十七条において同じ。）を防止するために警

戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域（以

下「警戒区域」という。）として指定することができる。 
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２ 前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）は、第二条に規定する土砂災害の発生

原因ごとに、指定の区域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。 

３ 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及

び土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を公示しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、

関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。 

６ 前三項の規定は、指定の解除について準用する。 

（警戒避難体制の整備等） 

第八条 市町村防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項の市町村防

災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、

前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項の

市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う土砂災害に係る避難訓練の実施に関

する事項 

四 警戒区域内に、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要

する者が利用する施設をいう。以下同じ。）であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合に

おける当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる

ものがある場合にあっては、当該要配慮者利用施設の名称及び所在地 

五 救助に関する事項 

六 前各号に掲げるもののほか、警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する

事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めると

きは、当該市町村地域防災計画において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮

者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として土砂

災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めるものとする。 

３ 警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところ

により、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難

施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難

を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必

要な措置を講じなければならない。 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第八条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用

施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれが

ある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、

これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場

合において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用してい

る者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者

又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な

理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
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５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、急傾斜

地の崩壊等が発生するおそれがある場合における同項の要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅

速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又

は管理者に対し、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用し

ている者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。 

第四章 土砂災害特別警戒区域 

（土砂災害特別警戒区域） 

第九条 都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築

物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一

定の開発行為の制限及び居室（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第四号に規定する居室

をいう。以下同じ。）を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当す

るものを、土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）として指定することができる。 

２ 前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）は、第二条に規定する土砂災害の発生

原因ごとに、指定の区域並びにその発生原因となる自然現象の種類及び当該自然現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に関する事項（土砂災害の発生を防止するために行う建築物の構造の規制に必要な

事項として政令で定めるものに限る。）を定めてするものとする。 

３ 都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域、

土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び第二項の政令で定める事項を公示しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、

関係のある市町村の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。 

６ 指定は、第四項の規定による公示によってその効力を生ずる。 

７ 関係のある市町村の長は、第五項の図書を当該市町村の事務所において、一般の縦覧に供しなければな

らない。 

８ 都道府県知事は、土砂災害の防止に関する工事の実施等により、特別警戒区域の全部又は一部について

指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特別警戒区域の全部又は一部について指定を解除するもの

とする。 

９ 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による解除について準用する。 

（特定開発行為の制限） 

第十条 特別警戒区域内において、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第十二項に規定する開発

行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物（当該区域が特別警戒区域

の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予

定建築物」という。）の用途が制限用途であるもの（以下「特定開発行為」という。）をしようとする者

は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措

置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。 

２ 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅（自己の居住の用に供するものを除く。）並びに高齢

者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設（政

令で定めるものに限る。）以外の用途でないものをいう。 

（申請の手続） 

第十一条 前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申請書を提出しなければならない。 

一 特定開発行為をする土地の区域（第十四条第二項及び第十九条において「開発区域」という。）の位置、

区域及び規模 

二 予定建築物（前条第一項の制限用途のものに限る。以下「特定予定建築物」という。）の用途及びその

敷地の位置 

三 特定予定建築物における土砂災害を防止するため自ら施行しようとする工事（次号において「対策工事」

という。）の計画 

四 対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画 
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五 その他国土交通省令で定める事項 

２ 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 

（許可の基準） 

第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の許可の申請があったときは、前条第一項第三号及び第四号に規

定する工事（以下「対策工事等」という。）の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止するため

に必要な措置を政令で定める技術的基準に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又は

この法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。 

（許可の条件） 

第十三条 都道府県知事は、第十条第一項の許可に、対策工事等の施行に伴う災害を防止するために必要な

条件を付することができる。 

（既着手の場合の届出等） 

第十四条 第九条第一項の規定による特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内において既に特定開発行

為（第十条第一項ただし書の政令で定める行為を除く。）に着手している者は、その指定の日から起算し

て二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る開発区域（特別警戒区

域内のものに限る。）における土砂災害を防止するために必要があると認めるときは、当該届出をした者

に対して、予定建築物の用途の変更その他の必要な助言又は勧告をすることができる。 

（許可の特例） 

第十五条 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協

議が成立することをもって第十条第一項の許可を受けたものとみなす。 

（許可又は不許可の通知） 

第十六条 都道府県知事は、第十条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分

をしなければならない。 

２ 前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。 

（変更の許可等） 

第十七条 第十条第一項の許可（この項の規定による許可を含む。）を受けた者は、第十一条第一項第二号

から第四号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければ

ならない。ただし、変更後の予定建築物の用途が第十条第一項の制限用途以外のものであるとき、又は国

土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出

しなければならない。 

３ 第十条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を

都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第十二条、第十三条及び前二条の規定は、第一項の許可について準用する。 

５ 第一項の許可又は第三項の規定による届出の場合における次条から第二十条までの規定の適用について

は、第一項の許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を第十条第一項の許可の内容とみなす。 

（工事完了の検査等） 

第十八条 第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等の全てを完了したときは、国土交

通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該対策工事等が第十二条の政令

で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該対策工事等が当該政令

で定める技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該届出を

した者に交付しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該対策工事等が完了した旨を公告しなければならない。 

（建築制限） 

第十九条 第十条第一項の許可を受けた開発区域（特別警戒区域内のものに限る。）内の土地においては、

前条第三項の規定による公告があるまでの間は、第十条第一項の制限用途の建築物を建築してはならない。 

（特定開発行為の廃止） 
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第二十条 第十条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事等を廃止したときは、遅滞なく、国

土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

（監督処分） 

第二十一条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、特定予定建築物における土砂災

害を防止するために必要な限度において、第十条第一項若しくは第十七条第一項の許可を取り消し、若し

くはその許可に付した条件を変更し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて

必要な措置をとることを命ずることができる。 

一 第十条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者 

二 第十条第一項又は第十七条第一項の許可に付した条件に違反した者 

三 特別警戒区域で行われる又は行われた特定開発行為（当該特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内

において既に着手している行為を除く。）であって、特定予定建築物の土砂災害を防止するために必要な

措置を第十二条の政令で定める技術的基準に従って講じていないものに関する工事の注文主若しくは請負

人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者 

四 詐欺その他不正な手段により第十条第一項又は第十七条第一項の許可を受けた者 

２ 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ず

べき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限

を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、都道府県知事又はその

命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定

める方法により、その旨を公示しなければならない。 

４ 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置すること

ができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は建築物若しくは建築物の敷地の所

有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

（立入検査） 

第二十二条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第十条第一項、第十七条第一項、第十

八条第二項、第十九条又は前条第一項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地

に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている対策工事等の状況を検査することができる。 

２ 第五条第五項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（報告の徴収等） 

第二十三条 都道府県知事は、第十条第一項又は第十七条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る

土地若しくは当該許可に係る対策工事等の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地に

おける土砂災害を防止するために必要な助言若しくは勧告をすることができる。 

（特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造耐力に関する基準） 

第二十四条 特別警戒区域における土砂災害の発生を防止するため、建築基準法第二十条第一項に基づく政

令においては、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めるものとする。 

（特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用） 

第二十五条 特別警戒区域（建築基準法第六条第一項第四号に規定する区域を除く。）内における居室を有

する建築物（同項第一号から第三号までに掲げるものを除く。）については、同項第四号の規定に基づき

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内における建築物とみなして、同法第六条から第

七条の五まで、第十八条、第八十九条、第九十一条及び第九十三条の規定（これらの規定に係る罰則を含

む。）を適用する。 

（移転等の勧告） 

第二十六条 都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には特別警戒区域内に存する居室を有する

建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該

建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他土砂災害を防止し、又は軽減するた

めに必要な措置をとることを勧告することができる。 
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２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を

受けた者に対し、土地の取得についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

第五章 避難に資する情報の提供等 

（土砂災害警戒情報の提供） 

第二十七条 都道府県知事は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、土砂災

害の急迫した危険が予想される降雨量（以下この条において「危険降雨量」という。）を設定し、当該区

域に係る降雨量が危険降雨量に達したときは、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための

立退きの指示の判断に資するため、土砂災害の発生を警戒すべき旨の情報（次項において「土砂災害警戒

情報」という。）を関係のある市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 前項の規定による土砂災害警戒情報の通知及び周知のための必要な措置は、その区域に係る降雨量が危

険降雨量に達した区域（以下この項において「危険降雨量区域」という。）のほか、その周辺の区域のう

ち土砂災害が発生するおそれがあると認められるもの（危険降雨量区域において土石流が発生した場合に

は、当該土石流が到達し、土砂災害が発生するおそれがあると認められる区域を含む。）を明らかにして

するものとする。 

（都道府県知事が行う緊急調査） 

第二十八条 都道府県知事は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする重大な土砂災害の

急迫した危険が予想されるものとして政令で定める状況があると認めるときは、基本指針に基づき、これ

らの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするため必要

な調査（以下「緊急調査」という。）を行うものとする。ただし、次条第一項の規定により国土交通大臣

が緊急調査を行う場合は、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、前項の重大な土砂災害の危険がないと認めると

き、又はその危険が急迫したものでないと認めるときは、当該緊急調査を終了することができる。 

（国土交通大臣が行う緊急調査） 

第二十九条 国土交通大臣は、前条第一項の政令で定める状況があると認める場合であって、当該土砂災害

の発生原因である自然現象が緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要するものとして政

令で定めるものであるときは、基本指針に基づき、緊急調査を行うものとする。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により緊急調査を行おうとするときは、あらかじめ、緊急調査を行おうと

する土地の区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。次項において準用する前条

第二項の規定により緊急調査を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 前条第二項の規定は、国土交通大臣が行う緊急調査について準用する。 

（緊急調査のための土地の立入り等） 

第三十条 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のた

めにやむを得ない必要があるときは、これらの必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又

は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。 

２ 第五条（第一項及び第四項を除く。）の規定は、前項の規定による立入り及び一時使用について準用す

る。この場合において、同条第八項から第十項までの規定中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」

と読み替えるものとする。 

（土砂災害緊急情報の通知及び周知等） 

第三十一条 都道府県知事又は国土交通大臣は、緊急調査の結果、基本指針に基づき、第二十八条第一項に

規定する自然現象の発生により一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認める

とき、又は当該土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めるときは、災害

対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの指示の判断に資するため、当該

緊急調査により得られた当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報（次項において「土

砂災害緊急情報」という。）を、都道府県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっ

ては関係のある都道府県及び市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 都道府県知事又は国土交通大臣は、土砂災害緊急情報のほか、緊急調査により得られた情報を、都道府

県知事にあっては関係のある市町村の長に、国土交通大臣にあっては関係のある都道府県及び市町村の長

に随時提供するよう努めるものとする。 
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（避難のための立退きの指示の解除に関する助言） 

第三十二条 市町村長は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示（土砂災

害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。）を解除しようとする場合において、

必要があると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、当該解除に関する事項について、助

言を求めることができる。この場合において、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は、必要

な助言をするものとする。 

第六章 雑則 

（費用の補助） 

第三十三条 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、基礎調査に要す

る費用の一部を補助することができる。 

（資金の確保等） 

第三十四条 国及び都道府県は、第二十六条第一項の規定による勧告に基づく建築物の移転等が円滑に行わ

れるために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんに努めるものとする。 

（緊急時の指示） 

第三十五条 国土交通大臣は、土砂災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合において、

土砂災害を防止し、又は軽減するため緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に対し、この

法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができ

る。 

（地方公共団体への援助） 

第三十六条 国土交通大臣は、第三十一条第二項に規定するもののほか、第七条第一項の規定による警戒区

域の指定及び第九条第一項の規定による特別警戒区域の指定その他この法律に基づく都道府県及び市町村

が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対する必要な助言、情報の提供その他

の援助を行うよう努めなければならない。 

（権限の委任） 

第三十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を

地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

第七章 罰則 

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者 

二 第十九条の規定に違反して、第十条第一項の制限用途の建築物を建築した者 

三 第二十一条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反した者 

第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第五条第七項（第三十条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、土地の立入り又は

一時使用を拒み、又は妨げた者 

二 第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第四十条 第二十三条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は

虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 

第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本

条の罰金刑を科する。 

第四十二条 第十四条第一項、第十七条第三項又は第二十条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届

出をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一七年五月二日法律第三七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 
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附 則 （平成二二年一一月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成二五年六月二一日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成二六年一一月一九日法律第一〇九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律による改正後の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（次項

において「新法」という。）第四条第二項の規定は、この法律の施行前に行われた基礎調査の結果につい

ても、適用する。 

２ 新法第八条の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定されている警戒区域についても、適用

する。この場合において、新法第八条第一項中「前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは」

とあるのは「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十六年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。）の施行後速やかに」と、「同法」と

あるのは「災害対策基本法」と、「当該警戒区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法による改正

前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定さ

れている警戒区域（以下この条において単に「警戒区域」という。）」とする。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年五月一九日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正

後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置

を講ずるものとする。 

附 則 （令和三年五月一〇日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （令和三年五月一〇日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第三条の規定 公布の日 

二 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同

法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定（「第七条の二第二項」

を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。）及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定（同条中

河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。）、第七条の規定（同条中都市計画法第三十三条

第一項第八号の改正規定を除く。）並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条（地方自
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治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の項第一号の改

正規定に限る。）、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 公布の

日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定につ

いて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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（附録１４） 

土砂災害警戒区域等の指定及び 

警戒避難体制の構築について 
 
 
＜土砂災害警戒区域の定義＞ 
 土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法第７条に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合

に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域を、県知事が指定

している。 
 指定された土砂災害警戒区域においては、市町村地域防災計画に警戒避難体制に関する

事項を定めることや、土砂災害ハザードマップを作成し周知すること、要配慮者利用施設に

おける避難確保計画の策定およびその計画に基づく避難訓練の実施、宅地建物取引におけ

る重要事項としての説明義務などの警戒避難体制の整備が行われる。 
 
＜土砂災害特別警戒区域の定義＞ 
 土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止法第９条に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した

場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると

認められる区域を、県知事が指定している。 
 指定された土砂災害特別警戒区域においては、特定開発行為に対する許可制や、建築物の

構造規制、土砂災害発生時の建築物の移転等の勧告及び支援措置、宅地建物取引における重

要事項としての説明義務などの警戒避難体制の整備が行われる。 
  
 県内における土砂災害警戒区域等の指定状況は以下のとおり。（令和５年３月３１日時点） 
 
 

市町村名 

土砂災害警戒区域 

（イエロー区域）指定数 

土砂災害特別警戒区域 

（レッド区域）指定数 

土石流 急傾斜地 地すべり 計 土石流 急傾斜地 計 

川口市 

 

34 

 

34 

 

18 18 

さいたま市 

 

18 

 

18 

 

11 11 

朝霞市 

 

33 

 

33 

 

21 21 

和光市 

 

24 

 

24 

 

19 19 

新座市 

 

16 

 

16 

 

12 12 

鴻巣市 

 

4 

 

4 

 

3 3 

北本市 

 

2 

 

2 

 

2 2 
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市町村名 

土砂災害警戒区域 

（イエロー区域）指定数 

土砂災害特別警戒区域 

（レッド区域）指定数 

土石流 急傾斜地 地すべり 計 土石流 急傾斜地 計 

川越市 

 

6 

 

6 

 

4 4 

所沢市 

 

48 

 

48 

 

37 37 

狭山市 

 

25 

 

25 

 

21 21 

富士見市 

 

15 

 

15 

 

12 12 

日高市 25 32 

 

57 21 32 53 

毛呂山町 38 45 

 

83 28 43 71 

越生町 59 83 4 146 42 82 124 

入間市 24 42 

 

66 18 39 57 

坂戸市 

 

2 

 

2 

 

2 2 

飯能市 354 594 5 953 304 588 892 

ときがわ町 86 164 8 258 66 157 223 

東秩父村 77 128 13 218 64 127 191 

小川町 107 153 1 261 88 151 239 

鳩山町 

 

24 

 

24 

 

24 24 

東松山市 

 

49 

 

49 

 

47 47 

吉見町 

 

37 

 

37 

 

36 36 

滑川町 

 

20 

 

20 

 

20 20 

嵐山町 

 

37 

 

37 

 

35 35 

長瀞町 48 81 2 131 37 79 116 

小鹿野町 132 431 9 572 111 415 526 

皆野町 95 218 24 337 75 218 293 

横瀬町 40 58 2 100 37 57 94 

秩父市 229 861 22 1,112 186 852 1038 

神川町 35 44 7 86 28 44 72 

美里町 22 31 

 

53 16 31 47 

本庄市 63 115 8 186 45 114 159 

寄居町 66 123 4 193 47 121 168 
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市町村名 

土砂災害警戒区域 

（イエロー区域）指定数 

土砂災害特別警戒区域 

（レッド区域）指定数 

土石流 急傾斜地 地すべり 計 土石流 急傾斜地 計 

熊谷市 

 

15 

 

15 

 

15 15 

深谷市 

 

14 

 

14 

 

13 13 

松伏町 

 

2 

 

2 

 

1 1 

春日部市 

 

1 

 

1 

 

1 1 

重複 -3 -9 -1 -13 -1 -6 -7 

合計 1,497 3,620 108 5,225 1,212 3,498 4,710 
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＜土砂災害ハザードマップの作成＞ 
 土砂災害防止法第８条第３項及び施行規則第５条に基づき、土砂災害警戒区域を含む市

町村の長は、土砂災害に関する情報の伝達方法や避難施設、避難路等、警戒区域における円

滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等へ周知させるため、これらの事項を記載

した印刷物（ハザードマップ）の配布などを行っている。 
 本県では、土砂災害の恐れのある県内５，２２５箇所の全てで土砂災害ハザードマップの

作成が全て完了している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜要配慮者利用施設の避難確保計画・防災訓練＞ 
 土砂災害防止法第８条の２第１項に基づき、市町村地域防災計画に名称及び所在地を定

められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、要配慮者利用施設を利用している者

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練の実施及びその他措置に関する計画

（避難確保計画）の策定が義務付けられている。 
 現在、上記の市町村地域防災計画に定められた施設は、全て計画を策定している。 
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（附録１５） 

土砂災害警戒情報について 
 
＜土砂災害警戒情報の目的＞ 

 

土砂災害警戒情報は、熊谷地方気象台と県が共同して作成・発表する警戒レベル４相当の防災情

報である。内閣府が作成する「避難情報に関するガイドライン」では、避難指示の発令を判断す

るための情報とされ、土砂災害警戒情報が発表された場合には直ちに市町村長により「避難指示

」が発令されることが基本とされている。 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害（土石流、集中的に発生するがけ崩れ）の危険度が高

まったとき、市町村が防災活動や住民等への避難指示の災害応急対応を適時適切に行えるよう支

援するとともに、住民の自主避難の判断等にも利用していただくことを目的としている。 

 

＜土砂災害警戒情報の内容＞ 

 
土砂災害警戒情報は、大雨警報発表中に降雨予測が土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）に達した場

合、県と気象台が共同で作成して発表する。 

発表の内容は、下図のように、警戒文と警戒対象地域を示した図形式の情報である。 
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＜土砂災害警戒情報の伝達＞ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

＜法的根拠＞ 

 
【 県 】災害対策基本法第５５条（都道府県知事の通知等）に基づき、「予想される災害の事態 

    及びこれに対してとるべき措置」として、土砂災害警戒情報を市町村等に通知する。 

     土砂災害防止法第２７条（土砂災害警戒情報の提供）に基づき、避難指示の判断に資す 

    るため、土砂災害警戒情報を市町村長に通知するとともに、一般に周知する。 

【気象台】気象業務法第１１条（観測成果等の発表）に基づいた気象情報の１つとして、関係機関 
    に通知する。 

 

＜土砂災害警戒情報発表対象市町村＞ 

 
 基本的な考え 
 ・市町村を発表単位とする。 
 ・土砂災害のおそれのある土砂災害警戒区域を有する３８市町村および土砂災害警戒情報発表の

希望がある５市町を対象とする。 

 

 ○発表対象 ４３市町村  (県土整備事務所管内別) 

 【さいたま管内】 さいたま市､川口市 
 【朝    霞管内】 朝霞市､志木市､和光市､新座市 
 【北    本管内】 鴻巣市､上尾市､北本市､桶川市 
 【川    越管内】 川越市､所沢市､狭山市､富士見市､ふじみ野市､三芳町 
 【飯    能管内】 飯能市､入間市､坂戸市､日高市､毛呂山町､越生町 
 【東 松 山管内】 東松山市､滑川町､嵐山町､小川町､ときがわ町､吉見町､鳩山町､ 東秩父村 

 【秩    父管内】 秩父市､横瀬町､皆野町､長瀞町､小鹿野町 
 【本    庄管内】 本庄市､美里町､神川町 
 【熊    谷管内】 熊谷市､深谷市､寄居町 
 【越    谷管内】 春日部市､松伏町 

 埼玉県災害対策課 

避難指示 
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 ○発表対象外 ２０市町 (県土整備事務所管内別) 

 【さいたま管内】 蕨市､戸田市 

 【北  本管内】 伊奈町 
 【飯  能管内】 鶴ヶ島市 
 【東 松 山管内】 川島町 

 【本  庄管内】 上里町 
 【行    田管内】 行田市､加須市､羽生市 

 【杉    戸管内】 久喜市､蓮田市､幸手市､白岡市､杉戸町､宮代町 
 【越    谷管内】 草加市､越谷市､八潮市､三郷市､吉川市 
 
＜土砂災害警戒情報発表及び解除基準＞ 
（１）発表基準 

・解析雨量等をリアルタイムで監視し、避難に必要な時間を考慮して、２時間先までに発表基準

を超えると予測される場合 

（２）解除基準 

・降雨の実況値を基に作成した指標が発表基準を下回り、かつ短時間で再び発表基準を超過しない 

 と予想される場合 
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＜埼玉県土砂災害警戒情報システム（https://keikai.dosyabousai.pref.saitama.lg.jp/dosya/web/top/）＞ 

 
 土砂災害警戒情報の発表状況や、土砂災害警戒判定メッシュ情報、土壌雨量指数、土砂災害警戒区

域等の位置などは、以下の埼玉県土砂災害警戒情報システムで、パソコンや携帯電話から確認できま

す。 
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